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１．はじめに 

インドネシアは、東南アジア諸国連合(ASEAN)の加盟国の一つです。中でも、インドネ

シアは、2億 4千万人を超える人口を有し、豊富な労働力の獲得先として、また一大消費市

場として注目を集めています。各国企業は、アセアン加盟国への特許出願数を増加させる

傾向にあり、インドネシアもそのうちの一つの有力な国として考えています。 

 

特許制度については、1989 年に特許法が改正された後、第 13/1997 の改正法が 1997 

年５月７日に施行され、更に特許法が改正され、2001 年８月１日に施行された第14/2001 

の特許法が現行の特許法として適用されています。 

 

self-collision、補正、明細書の内容追加、審査の促進、クレームを作成する上で留意す

べき事項等、インドネシアの特許制度について留意すべき事項について以下に説明します。 
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